
農
業
共
済
再
保
険
特
別
会
計
の
農
業
勘
定
に
お
け
る
平
成
十
五
年
度
の
再
保
険
金
の
支
払
財
源
の
不
足
に
充
て
る
た
め

に
行
う
積
立
金
の
歳
入
へ
の
繰
入
れ
に
関
す
る
法
律

政
府
は
、
農
業
共
済
再
保
険
特
別
会
計
の
農
業
勘
定
に
お
け
る
農
作
物
共
済
及
び
畑
作
物
共
済
に
係
る
平
成
十
五
年
度
の
再

保
険
金
の
支
払
財
源
の
不
足
に
充
て
る
た
め
、
同
年
度
に
お
い
て
、
同
勘
定
に
お
け
る
農
業
共
済
再
保
険
特
別
会
計
法
（
昭
和

十
九
年
法
律
第
十
一
号
）
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
積
立
金
を
同
勘
定
の
歳
入
に
繰
り
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。

附

則

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


